
商工会会員の皆様ヘ

廻 鳩 瑚 酸 劇 懺 職 靱 耐 Hl討層

<制 度の特長>

①個人情報漏えい対策について、リスク診断サービスを無料提供いたします。

②個人情報保護法に対応した商工会会員専用の商品です。(使用人等の故意も対象、他)

③一般で加入するより割安な保険料で加入できます。

④各種費用補償 (見舞金費用・謝罪広告費用・コンサルティング費用等)が充実しています。

保険期間:2005年4月1日午後41寺～2006年 4月1日午後4時
募集締切日:2005年2月末日

中途カロ入は毎月受付ます
(申込日の月の翌々月の1日の午前0時保険開始でごカロ入いただけます。)

全 国 商 工 会 連 含 会
引受保険会社 :東京海上日動火災保険株式会社
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今なぜ 「個人情報漏えい」対策が必要なのでしょうか?

インターネット等の情報i]信や情報機器の発達、業務形態の変化(アウトツーシングの活用や派遣社員の1曽力llにより大量の個人情

IRが瞬llにlllえいするリスクが増大 しています。また、ir成17年4月 の1日人1肯報保護法の全而施行を控え、プライバシーに対する

個人の意識が高まってきています。万一、1‖人情報が漏えいすると、被害者への損害賠償金や訴訟費ll、訓1罪広告やお詫び状郵送費

ll等多大な経済的損出が発生します。

最近、様々「J個人情報漏えい事例が発生しています

<民 事責任の例 >

日

Ｈ

(東京海上国動リスクコンサルティング調査による。)

*個 人1肯報保護法上、取扱個人情報が 5千 件未満の事業者は 「1日人1青報取扱事業者」には該当しないとされていますが、lll人情報

の力iえいに対する民事法 卜の不法行為責任から賠償責任を負うケースがあります。

本保険はそのような賠l‐責任に対する1サt害にも対応しています。

市住民基本台帳流出 (22万人)

損害賠償額 15,000円 /人 ×3人 ‐45,000円 (2002年7月 11日最高裁)

(最大想定額 15000円 /人 ×22万 人‐約33億 円)

タム建設住民投票の署名名簿を公開 (186人)

損害賠償額 50,000円 人X186人 ‐930万 円 (2003年10月17日高松高裁)

1係争中の事,嚇 エステサロンアンケー ト流出 (5万人)

請求額 10万 円 人X13人 ‐130万円

コンビニカー ド会員1情報漏洩 (115万人)

見舞金 500円 /人 X l15万 人‐5億7,500万 円

クレジットカー ド個人1情報 (信用情報を含む)漏 洩 (79,110人)

見舞金 1,000円 /人 × 79,110人 -7,911万 円

ADSLサ ービス個人情報漏洩 (451万7,039人 )

見舞金 500円 /人 X 451万 人‐22億 5,500万 円
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出所 :UNSA(日 本ネットワークセキュリティ協会)

個人情報漏えい項目 (2002年 )
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個人情報漏えい保険の概要

個人情報が漏えいし、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害と、謝罪広告掲載費用やお詫び状作

成費用等、被保険者が事故対応のために支出した費用損害について、保険金を支払う保険です。また、特約でホームページの

運営 ・電子メールの送受信に起因する事故による損害 (コンピューターウィルスの感染による他人の電子情報の損壊等)も 対

象とするネットワーク危険担保特約及びクレジットカー ド番号や暗証番号の漏えいに起因する賠償損害を担保するクレジット

カー ド番号等漏えい危険担保特約があります。

__ システム設定
三・―・.接 続設定
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コンサルティング費用  コールセンター費用・通信費・お詫び状郵送費
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プライバシー侵害 名誉き損など

被害者

個人情報の漏えい



リスク診断サ…ビス (無料)

会員事業所の情報漏えいリスクの軽減にお役立ていただくため、

リスク診断システムを無十1で提供いたします。

(診断結果サ ンプル)
1 個人情報保護法対応
21青 報セキュリティ基本方針

3組 i■iの セキュリティ

4資 産の分類及び管理

5人 的セキュリティ

6物 理的及び環境的セキ■リティ

7通 信及び運用管理

8ア クセス制御

9 システムの開発及びメンテナンス

10事 業継続管理

11適 合性

ご加入者に対 し東京海 に日動 リスクコンサルティング (TRC)の

ュ,ティ基本方針

3組 織のセキュリティ10事 業継続管理

9システムの開発及び保守 4資 産の分類及び管理

物理的及び環境的セキュリティ

(外側にいくほど安心のレベルが高いことを示しています。)

1個 人情報屎護法対応

お引受けパターン ・特約

]000万 円

3000万 円

5000万 円

1000万 円 1000万 円

3000万 円 3000万 円

免責金額 1事 故 (請求)10万 円とします。帖 償責任部分、費用特約部分それぞれ別個に適用されます。)

縮小てん補宇」合 費用特約部分のみ、90%の縮小てん補害J合を設定します。
(*1)個 人情報が漏えいし、他人が被害者への損害賠償金以外の各種費用を支出したことにつき、被保険者が法律 卜の損害賠

償責任を負lHすることによって被る損害については、費用特約 (「個人情報漏えい対応費用担保特約条項J)部 分のてん

補恨度額と同額のてん補限度額 (サブリミット)が 設定されます。
(*2) 見舞金 見舞品購入費用については、謝罪先1人あたり500円を限度とします。

コンサルティング費用については1事故あたり300万円を限度とします

<オ プション>
_ネットワーク危険担保特約

コンピューターウイルス等を感染させ他人の業務を停止させたことによって損害賠償請求されたことによる損害などを担保 し

ます。(本特約は使用人等の故意は対象外です。)

クレジットカード番号等漏えい危険担保特約
クレジットカー ド番号や暗証番号の漏えいに起因する賠償損害を賠償責任部分のでん補限度額の10%を 限度に担保 します。

年間保険料伊1(パ ターンBで ごカロ入の場合)

業種区分/売 上高 5千 万円 1億円 3億 円 5億 円 10億 円

一般小売業 ・飲食業・自動車販売業 75,000円 75,000円 約8万 円 約 10万 円 約13万 円

卸売り・商社業 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 約8万 円

建設業 ・農林水産業 ・鉱業 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円 75,000円

*保 険料は業種と売上高および質問書の回答結果によって決まりますので、当社代理店 扱者にお問い合わせください。

１

２

カロ入方法

加入資格者 :商工会の会員事業者。
ご加入にあたっては 「加入依頼書J「質問書J「「座振春依頼書Jに 必要事項をご記入 ご捺印の上、募集代理店 扱者にご提

出 ください。

3 掛金は、保険開始月の27日(金融機関休業 日の場合翌営業 日)に引落 しとな ります。なお、通帳には「MBS ショウコウカイKJJ

「メイジヤスダビジネスサービスJ等 と記帳 されます。



個人情報のデータベース化 を外部業者に委託 したところ、当該業者の従業員がイ国人情報 をフロッピーディスクにコピーして社外に持ち出し、
名簿業者に横流 しした。自分の情報 を提供 した覚えの無い相手先からダイレク トメールを受け取 り不審に思った顧客からの問い合せにより
上記漏えいの事実が半1明した。顧客全員 (10万人)に お詫び状 を送付する等の対応 をとったが、個人1青報を漏えいされた顧客の一部 (5000

人)が 、プライバシーの侵害を理由に損害賠償請求訴訟 を提起 した。その結果、1名あたり15,000円の損害賠償金を支払 うことを命 じられた。

お詫び状作成 郵送費… 100円 卜JO万 人‐1,000万 円

111損害賠償全 争訟費用
7.500万円+500万 円 10万円‐7990万 円

12‐各種費用
(1000万 円 10万円)×90%〒 891万円

上記の損害額の合計 9,000万 円 合計保険金お支払額

‐■損害賠償全 争訟費用

損害具吉償金… 15,000円X5,000人-7.500万円

損 害 額 ,彗 に書尾

用 ∞ 師 円 保険金支払額
パターンDの

場合

8,881万 円
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1 古知]■務 ,こ力‖人の際には加 入依Ⅲ■| ●間よの
記1■1',■に1,■いがないか十分にこ

“

認 くだ さい.
.己1■■■が ■,と 11,士している場 合には 保F^タイ,
が|イなされるか rこの場合わ支llいいた′ごいた,険
||もIE泄できません )ま たは ,:資 金をお ,,い 〔
きなt こヽとがあ りま■の こご注意 下さやヽ

2 地知義務 :ご力‖入● 力1人 イ証に記| さ̈′した事u
を変更される場合及びこのイ,:“t,イうと,■ ■る,F^
2● を輌,■さ,tる場 合はオ■( 理ヽL店 扱'どまたは,`
社にこ Ш力の 1 11ちにテⅢ き下 さい.(Ⅲ ″する保
●契イ,を柿‖ された場合 契ネつを解除すること力`あ
ります , ■● きが遅れます と保従金をお支払いで き
な くなること力'ありますのでご,主意Tさ い.

3 イ,Fた金の分担 |この加入140と
'F,す

るl●|`,契約
が1山にある場合保いt全のおt夕 、いか,分 され ますの
こご,it~「 さt .ヽ

4   FI戊 ―.不足十の理由によリ リイ にがで きなか ,́
たJ,今 :,,1:二],1■り|き11と しいア しま ■  2 , 月,11
■で,″ しで きなかった場 合に よ イ■従′台,明に遡 o
てllV 11とな りま,~のでご,主意下 さい.

5 1■
`業

 倒r 吸Jて今liの場 イi `'I商工会会Jlで
なくなり中進

“

bllの J出 力`あった場合 を除き ,■脱

'11で
きませんの =こ 11なくだ さい。

6 Ⅲt●:退する場合には 売上11 ●1<全にfLした
lit●オ1を¬●|し,菫力‖計求 ,3せ を′iいま→.

7 'i保 険 会社 の経 Iが ■ 掟 した場 合 ■ に は  lFに
全  返 戻 全 の 支 夕、い か 一 定 !ljいj凛■ さ′した り 金 41
が ル1減 され る こ とが あ つます  なわ  種 Iが ,tl tし
た場 合 には  この保 に は

'II「
li保

"契

約

`保

lt機 構 |
の れ

'Fi月

,で よあ り ま LIん。 詳 祠1につ い て はオ

“

代
Jl店 また は , 7́1ま =わ 11い 0わ せ |さ い .

8 加 人 者 ,口ま●4を 確 なの に大 切 に 保 ■
.して くだ さ

9 メ ■ イヽ理 店  扱 者 は う ,,"会 7■との 委 託 夕約 ■
づ き '険 契 約 の柿 ‖  夕 約 の ,'コ1+■ を行 つ て お
|,ま ■。 したが い ま | て́ オ 集 | 理ヽ 店  つk者 とイJ IJに
成 立 した ごア ● につ き ま して は ,■ 保 険 会社 とい,
契 ● され た もの とな ります。

10 保 険 丁 故 また よ保 ■,故 の 原 医 とな る 何ム な li枚
が ■Jiし た と きtま 遅 ‖|な く !サ

'1,`S■
σ,口

'寺
i坊口「

■ ■ 者 の ■ つF lヽ 名  事 にい
` 

■ ● 嗜 ltt市,卜の 内
容 そ の 他 必要 Ji項 につ い て  ■面 で +■ 代 理 ■i リ
イ また は ,1社 に こ迪 知 |さ い .11:故 発 41の こ■子 が
遅 ′した り  1員 ● か子

`ち

とした ロカ ら30日
'ユ

「|に イネ|,`)
lii求il'そグ)他 Z′ il lliび,こ ■ 出 が な い場 合 1二|ま  保
1資金 の わ

'夕

、いが ,^き な くな る こ とが あ りま■ ′,こ
ご

'主

意下 さい
ll  保 険 攻台川 |] ( l ,■力」人の J力● 1まm itiりI11,J7・ i口 )

lF.在で有 効 な 中小 企 業 PL保
"の

ご契 約 が

'●

I■る力‖
入者 は  本 1,t瞼の 11:|た‖ を5%告 J'い た しまづ

12 この (':検に は  '■ 会社 が ,■ |どの 方 との示 談 交
lを イ「う 「刀t,淡

``1歩

■「  ビスJ Iよ こ ぎtヽま11た   し
た が tヽま し て  こ′,「1「允力`

'■
月,さ ′ιる と考 え .:,,せる

→
'古

,が 発 41し た場 合 に は 

“

」:の コl当 部 =力 ●.の lj
■ に,|づ き I・ イ I("保 Ⅲ■ |ご 白 ,「 ユ■ i高の

方 と示 談 交ル を11め て い た だ くこ と とな います ので
あ

',か
しめ こ水 力 お き くだ さい。 な お  り|■ の メ 凛

を 11な い 〔お ´ ■ ,"〔 ホ .人を され たlイ )に よ 示 i人
イヽれ の 全部 また は  吉Iを 餞:IⅢイ)と Lて お k,い =き
ない場 合力'こ さ|ヽま ,′ )こ ご,tt~「 き,ヽ

13 この パ ン フレ ットは 1‖人1占|卜漏 え い 保 1贅 (施泄 口「
イ「 (■ 〕■)者 キr=り● 1,〔(イ同人 li十「Ⅲlえ t イヽオ:“:川 )(■

'1づ
く契 約 )の 概 要 を

“

′|し た もの で つ 保■t企の
お支 ll条 件  ご 2約 千● さ そ の lL二 の 保 瞳 の 11L
い 杓■ よオ ■ 代 コ11i 扱 ′ また よ●:":^十「に ご「{`t
下させヽ  なお  1111:よ 約 1■をご

`ilさ

せヽ .
14 この 保 FⅢは 全 に 商 工 会 連 合 会 を

“

:Lツ ネ,イ と |
お■ 会 の 会 !tを 被 保 |たイ と ,る ●1人 市‖ユ」え い |“険
の 1体 契 約 で す  保 Ⅲ証 ..を読i求 ¬ る

“

利  ■t :̈ツ
1サを

"i約

す る,利 ■ は ,Ⅲ lわ 上 会 ,■イャ会 が る しま
■

]5 '■ オ|(よ]001:業 者 ,ス 11″,金 ●,こ , ご力‖入 イ牧 力'
90■ 業 ′ ll卜 とな ●,た 場 合 に よ イitlサt■の り :ス よ
て ん 補 ■ ,れ の り 下 ド■ の 2■ を させ て

`:き
ます

子 め ご 」
´
水 卜さい

X事,七型ltl■店は‖力、るさと」―ビスです.=員 よ下記 「お綱合せltJ制に.L■さllている募葉代理i llイ が行いますので ご加入方法 瀾11内容■のご,i間は下記オ彙rt理店 ■苦までおJね |きい

商工会 商工会連合会名

490004072

お問合せ先

2005年 1月作成

匿1481960(1)051改 廃 (部)


